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　昨今「ウッドショック」と呼ばれる木材の価格高騰と品不足が

問題になっており、住宅をはじめとする多くの業界に影響を及ぼ

しています。この原因の一つには世界レベルのコンテナ不足が背

景としてあるのではないかと考えられています。

　こうした中、国土交通省は、流通における「コンテナ不足問題」

を受け、農林水産省・経済産業省と共同で、関係者による情報共

有のための会合を4月23日に開催しました。同会合は、関係者

間で情報共有を行い、共通認識のもと連携して対処していくこと

を目的に実施されたものです。また、同会合では、㈱野村総合研

究所から「総括的な状況説明」等の発表が行われました。

　まず同研究所は世界レベルでコンテナ不足に陥った原因として

４つの理由を挙げました。それは、①「コロナ以前から新造のコ

ンテナ生産量が低下していた」、②「アジア発の北米向け貨物量

が急増した」、③「港湾作業員不足によるコンテナ処理能力の低

下によってコンテナの滞留が生まれた」、④「欧米に空コンテナ

が滞留してアジアに回送されない」――というもの。

　①の理由については、米中貿易摩擦の緊張が高まっていたた

め、コンテナ製造会社は荷動きが低迷するだろうという見通し

のもと生産を抑制、2018 年から2019 年で生産量は40％ほど

減少した経緯を紹介しました。さらに、現状コンテナ生産は約

98％が中国の工場で作られていますが、2020 年はコロナ禍で工

場稼働率が大幅に減少し、2019 年と2020 年に新しいコンテ

ナがなかなか市場に出なかったことが、コンテナ不足の１つの要

因と説明しました（図１）。

　こうした中、昨年の秋以降コンテナ不足が強くなっているた

め、中国の商務部もコンテナ生産企業に対して製造キャパシティ

を拡大することを指示し、業界最大手のCIMC は現状フル稼働で

製造している状態とコメントしました。

　②では、コロナで世界中の経済が低迷している中、中国がいち

早くコロナを抑え、昨年６、７月以降大きく輸出需要を伸ばし、

加えて、アメリカは、巣ごもり消費による輸入が増加したことで、

ロサンゼルス港のコンテナ貨物量は８月以降に急増し、前年水準

を超えました。一方、アメリカ国内の生産は徐々に回復していま

すがまだ少なく、輸出は完全に復調していないため、コンテナの

回送が少なくなっていました。

　③と④では、オーシャンネットワークエクスプレスジャパン㈱
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（ONE）が発表する「ロサンゼルス・ロングビーチ港混雑状況」

のニュースリリースを基に説明がありました。それによるとコロ

ナの影響で港湾作業員・ドライバー等が不足し、さらに北米全

体で発生している大寒波の影響でアメリカ内陸鉄道の運行スケ

ジュールが大幅な遅延を生じたことで、鉄道の貨車不足で貨物は

ターミナルに滞留。また人手不足等から荷役作業は通常よりも時

間がかかった他、港湾が混雑したことでスペースがないため、コ

ンテナ船の沖待ちが今年の2月から4月では20 隻を下回らない

状況となり、改善はみられないとしました（図２）。

コンテナ不足問題について②
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出典：野村総合研究所調査資料

• 2019年～2020年前半にかけて、米中貿易摩擦やコロナによる先行き懸念の影響により、中国におけるコンテナ製造量が
低下。
（ただし、コンテナ製造量は回復見込み。）

• 北米航路、特に北米西海岸の港湾混雑等がひどい状況であり、コンテナ船の運航遅延等により、コンテナ回転率が低下。

コンテナ生産量の推移 ロサンゼルス・ロングビーチ（LA・LB）港の港湾混雑状況

出典：ONE公表資料

４月８日現在、約23隻のコンテナ船が港沖合で待機中。

【図２】ロサンゼルス・ロングビーチ（LA・LB）港の港湾混雑状況
　 　　（出典：ONE 公表資料）
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【図１】コンテナ生産量の推移（出典：野村総合研究所調査資料）
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　コンテナ不足、スペース不足は海上運賃の高騰をもたらしまし

た。また荷主についても輸送リードタイムがのびたことで在庫の

積み増しや緊急輸送で物流コストが増加しています。原因が国内

ではなく、日本と離れたところで起こっていることを、関係者間

で情報を共有し、共通認識を持つことが重要と同研究所は話しま

した。なお国交省は北米西岸港やアジア主要港について、現在の

混雑状況や要因等を調査中で、今後結果がとりまとまり次第、情

報共有を行うとしました。

取り組み――が挙げられています。

　これに加え再生エネルギー、未利用エネルギーの利用拡大に向

けた住宅建築分野における取り組みとしてア太陽光発電等の導入

拡大に向けた取り組みの在り方、イ新築住宅等への太陽光パネル

設置義務化等について――も検討を行うこととなっています。

　今回の会合では太陽光パネルの設置義務化の是非について、参

加した委員から「住宅は極めて高額で、耐用年数もとても長い耐

久消費財。太陽光パネルを設置した場合の損得勘定は予見可能と

は言えません。よほど素人でも分かり易い仕組みを準備する必要

があります」、「雪が降る地域で屋根に載せることが難しいです。

一律に義務化をするというのは少々無茶な話ではないでしょう

か」などの厳しい指摘が挙がりました。

　一方で「是非やるべきではないでしょうか。屋根設置は重要な

ポテンシャルを持っています。業者がまず屋根に太陽光パネルを

無償で設置して、その発電する電気料金を消費者が払う、こう

いう新しいビジネスモデルが流行すれば可能ではないでしょう

か」、「日当たりが悪いところの例外措置はあるが、新築には少な

くとも義務化していくべきです」といった賛成する意見も聞かれ

ました。

●「省エネ性能の確認できる」6割強 ●

　また、国土交通省は、4月にスタートした改正建築物省エネ法

で求められている「説明義務制度」について言及。同省では施行

前の令和3年2～3月末時点に建築士事務所や住宅瑕疵担保責任

保険への加入業者に対し、準備状況について郵送でアンケートを

　我が国の最終エネルギー消費の約3割を占める業務・家庭部

門。昨年10月に菅首相が「2050 年カーボンニュートラル」を

宣言したことは記憶に新しいところですが、同目標を達成するた

めには、更なる住宅・建築物分野での省エネルギー化や脱炭素化

に向けた取り組みの一層の充実・強化が不可欠とされています。

こうした中、近い将来に国の方針を受けて「屋根には太陽光パネ

ルが設置されているのが常識」という時代が到来するかもしれま

せん。

　国土交通省と経済産業省、環境省の3省は、「脱炭素社会に向

けた住宅・建築物の省エネ対策等のあり方検討会」（座長＝田辺

新一早稲田大学創造理工学部建築学科教授）を設置、第1回目の

会合を4月19日に開催しました。当日は脱炭素化に向けた各省

の取り組みと現状報告が行われた他、300 平方メートル未満の

小規模建築物・住宅についての省エネ基準適合義務化や、昨今、

小泉環境大臣が意欲を見せている「新築住宅等への太陽光パネル

の設置義務化」の妥当性について委員がそれぞれの立場から賛否

を述べるなど、活発な議論が行われました。

　同検討会は、脱炭素社会の実現に向けた住宅・建築物における

ハード・ソフト両面の取り組みと、施策の立案の方向性を幅広く

議論することを目的とするもので、有識者や実務者などから構成

されています。主な議論のテーマとしては①2050 年カーボン

ニュートラルの実現に向けた取り組みの基本的考え方、②脱炭素

社会の実現に向けた住宅・建築物における省エネ性能等を高める

ための対策強化のあり方と進め方、③既存ストック対策等におけ

る制約要因と課題、④脱炭素社会に向けたCO2 排出削減に資す

るライフスタイルの実現、⑤吸収源対策としての木造・木質化の

【住宅】省エネ基準適合確認の可否について

外皮性能と一次エネルギー消費性能について計算が可能

仕様基準を用いて確認が可能

確認できない（委託先あり／今後見つける予定）

確認できない（オンライン講座受講中 or 今後受講予定）

確認できない（業務予定がない）

いずれも該当しない
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実施しました（有効回答数1万1605 件）。

　その結果省エネ計算によらない仕様基準への適用確認も含め、

「省エネ性能の確認ができる」と回答したのは全体の63.8％で

で（図）、「省エネ計算の外部委託予定」は20.3％、「オンライ

ン講座受講中・受講予定」が8.1％となっています。

　一方、非住宅の建築物（有効回答数7728 件）については「省

エネ計算で確認できる」と回答したのが45.5％でした。「省エネ

計算の外部委託予定」は34.3％、「オンライン講座受講中・受講

予定」は10.2％となっています。

　その他、同省からは「住宅取得に関する年収倍率の推移は上

がっており、現在6倍から7倍となっている」ことや、「新型コ

ロナ感染症以降、2019 年の住宅供給に関する売り上げと比較し

て20％以上減少していると回答した事業者がおよそ4分の1程

度占めた」ことなどが説明されました。

　同検討会は全5回で、今後、業界団体へのヒアリングなどを経

た後、6月を目途に取りまとめを行う予定です。

　利用関係別戸数をみると、持家、貸家、分譲ともに令和元年度

比で減少しました。持家は26 万3097 戸（同7.1% 減）で2年

度連続の減少でした。貸家は30 万3018 戸（同9.4%減）で一

番減少幅が大きく、4年度連続の減少となりました。

　分譲住宅は23 万9141 戸（同7.9% 減）で2年度連続の減少。

そのうち、一戸建住宅は12 万9351 戸（同11.5% 減）と大幅

に減少したのに対し、マンションは10万8188 戸（同3.1% 減）

と、一戸建てに比べて緩やかな減少をしてい

ます。なお、一戸建ては6年度ぶり、マンショ

ンは2年度連続で減少しました。

　地域別にみると、首都圏は総戸数が28 万

5860 戸（同4.8%減）、持家が5万6141 戸

（同2.1% 減）、貸家は11万8499（同3.6%

減）でした。分譲住宅は10万9473 戸（同

7.5% 減）で、うち一戸建住宅が5万3510（同

13.6% 減）と減少しました。

　中部圏は総戸数が9万3904 戸（同13.5%

減）、持家は3万8853 戸（同9.5% 減）で貸

家は2万8318 戸（同17.8% 減）。分譲住宅

は2万5353 戸（同16.3% 減）で、うち一

戸建住宅は1万6125 戸（同19.4% 減）と大

幅に数を減らしました。

　近畿圏は総戸数が12万8116 戸（同5.7%

減）で、持家は3万3755 戸（同7.6% 減）、

貸家は4万7938 戸（同5.8% 減）、うち一戸

建住宅が2万610 戸（同7.1% 減）と減少し

ました。

　その他の地域の総戸数は30 万4284 戸（同

10.2% 減）でした。持家は13万4348 戸（同

8.3%減）、貸家は10万8263 戸（同14.2%減）、

分譲住宅は5万8943 戸（同7.5% 減）で、

うち一戸建住宅が3万9106 戸（同7.0% 減）

と減少しました。

　プレハブは10万7688 戸（同比 13.6%減）、

ツーバイフォーは8万9580 戸（同比16.5%

減）で、いずれも4年度連続の減少となりま

令和 2 年度計 新設住宅着工戸数：利用関係別・都道府県別表（令和 2 年 4 月～令和 3 年 3 月）

　令和2年度の新設住宅着工戸数が4月28日に発表されました。

総戸数は81 万2164 戸で、リーマンショックの影響を受けた平

成21年度の77 万5277 戸以来の低い数値となりました。平成

30 年度から7 . 3 % 減少し、90 万戸代を割った前年の令和元年

度（88 万3687 戸）の数値からさらに8.1% 減少しており、コ

ロナ禍にあえぐ昨今、辛うじて80万戸代にとどまった印象です。

なお、減少は2年度連続となります。



本　　　社／〒 523-0015  滋賀県近江八幡市上田町 175
大阪営業所／〒 530-0052  大阪市北区南扇町 7-17　MF 梅田ビル 7F
京都営業所／〒 604-8161  京都府京都市中京区烏丸通三条下ル饅頭屋町 595-3 大同生命ビル 9F

発行／㈱八興   〒 523-0015  滋賀県近江八幡市上田町 175
TEL.0748-37-7185　　https://www.hakko-gr.co.jp/

Monthly HAKKO 2021 年 6 月号 vol.30

㈱八興
＠ｄｃｋ7127ｉ

㈱八興京阪営業所
@ 6 6 2 y r q j e

Monthly HAKKO 2021 年 6 月号 vol.30

　
Monthly HAKKO  NEWS HEADLINE

 　２０２1年
3月着工

全体で前年同月比１・５％の増加
持家は５ヵ月連続で増加

令和 3 年 3 月 新設住宅着工統計（▲は減少、無印は増加）
戸数 前月比 (%) 前年同月比 (%)

新設住宅合計 60,764 4.0 ▲ 3.7

利用関係別

持家 20,390 6.2 4.3
貸家 22,556 14.0 ▲ 0.4
給与 420 15.1 ▲ 23.4
分譲 17,398 ▲ 8.9 ▲ 14.6

地域別

首都圏 21,006 ▲ 8.1 ▲ 5.3
中部圏 7,021 1.3 ▲ 1.9
近畿圏 10,324 18.4 ▲ 6.0

その他の地域 22,413 12.4 ▲ 1.6

構造別・
建て方別

木  造 35,448 6.1 ▲ 1.0
一戸建 28,477 5.6 2.8
非 木 造 25,316 1.1 ▲ 7.2
共同住宅 21,616 1.0 ▲ 6.4

工法別

軸組木造 28,162 5.0 1.4
在来非木造 17,801 ▲ 0.5 ▲ 8.2
プレハブ 8,226 5.6 ▲ 4.9

2 × 4 6,575 10.8 ▲ 9.7

　国土交通省が令和3年4月30日に公表した本年3月の新設

住宅着工戸数は7万1787 戸（前年同月比1.5%増）で21カ

月ぶりの増加となった。持家は5カ月連続で増加、貸家は31

カ月ぶりの増加、分譲は先月の減少から再びの増加となった。

季節調整済年率換算値は88 万 308 戸（前月比9.0%増）で3

カ月連続の増加となった。

　利用関係別では、持家は2 万 2340 戸（前年同月比0.1%増）

で5カ月連続の増加。民間資金によるものも2万140戸（同1.2%

増）で5カ月連続で増加し、公的資金によるものは2カ月連

続の減少（同9.2% 減）となった。

　貸家は同2.6% 増で 31 カ月ぶりの増加。民間資金によ

る貸家は2カ月連続の増加となり、公的資金による貸家は同

33.6%減で8カ月連続の減少となった。

　分譲住宅は2 万 1824 戸（同2.8%増）で先月の減少から

再びの増加。マンションは先月の減少から再びの増加（同9.4%

増）で、一戸建は16カ月連続の減少（同2.6%減）となった。

　構造別では木造が3 万 9008 戸（同2.8%減）で19カ月連

続で減少。工法別では軸組木造（在来工法）が3万1159戸（同

1.9%増）で、3カ月連続で増加となった。

した。

　令和2年度の住宅着工を改めて振り返ってみると、持ち家につ

いては上期、新型コロナウイルス感染拡大による住宅市場への影

響で大きな落ち込みが続きましたが、現在５カ月連続で令和元年

度比で増加しているなど、下期は若干の回復傾向も見られます。

貸家については金融機関の融資厳格化の影響もあり長年下落傾向

が続いていましたが、３月にようやく31 カ月ぶりに前年度比で

増加するなど明るい兆しが出てきました。

　分譲戸建てについてはコロナの影響で事業者が土地の仕入れを

上期で絞ったことから、今回の数値になりました。現在、対令和

２年度比でマイナス幅は少しずつ減ってきている状況ですが、減

少傾向事態は続いています。


